
□ 人家や畜舎等に近接する農地での使用を避ける。

□ 農地近郊の低位置に人家や畜舎等がある場合は使用しない。
（ガスは空気より重いため、低地に流れ込みます。）

□ 近くに住宅や畜舎がある場合は、周辺住民に対して
使用目的や使用日時等を事前に周知する。

□ 使用済みの空き缶等は、周囲に影響を及ぼさない場所
で残液、残臭処理後、産業廃棄物として処分する。

作業者の危被害回避のために

周辺住民、環境への配慮のために

□ 土壌くん蒸用防護マスク等の保護具を着用する。

□ どんな場所でも必ず正しく被覆する。

農薬使用者は、
人畜に危険を及ぼさないようにする責務があり、
安全使用に努めなければなりません。
クロルピクリン剤の使用では、以下のことを実施しましょう！

青森県農林水産部食の安全・安心推進課

クロルピクリン剤の使用後は
必ず被覆してください！

クロルピクリン剤は、

土壌中でガス化して効果を発揮します。

安全で、高い防除効果を得るためには、

施用後すぐに、厚さ0.03㎜以上のシートや

難透過性資材で必ず被覆しましょう。

□


